
土地区画整理審議会の役割 
 
１． 審議会の概要について 
  設置の根拠 

  施行者が設置する諮問機関であり、任務が終わった場合に廃止され

ます。（法第５６条第１項及び第４項、規程第９条） 

  目的及び性格 

  「換地計画」、「仮換地の指定」等に関する事項について、施行者か

らの諮問に対し、審議し答申する諮問機関です。（法第５６条第３項）

したがって、議事進行上等特別の場合を除き、審議会委員が発議す

ることはできません。 

  組織及び委員定数 

  委員定数１０名について、所定の手続きを経て選挙された委員が８

名、学識経験を有する者のうちから市長が選任した学識経験委員２

名により組織されます。（法第５７条及び５８条第１項、施行令第１

８条、規程第１０条第１項及び第２項及び第３項） 

 

２． 権限（職務）について 

土地区画整理審議会は、換地計画、仮換地の指定及び保留地の決定に

関する事項についてこの法律に定める権限を行います。（法第５６条

第３項） 

「同意を必要とする事項」（議決事項） 

  評価員を選任しようとする場合（法第６５条第１項） 

  学校や道路などについて、換地計画において特別の定めをする場合

（法第９５条第７項） 

  保留地を決定する場合（法第９６条第３項） 

  宅地地積の適正な地積を定める場合（法第９１条第２，４，５項） 

  借地地積の適正な地積を定める場合（法第９２条第３，４項） 

 

 「意見を必要とする事項」（諮問事項） 

  換地計画を作成しようとする場合（法第８８条第６項） 
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  換地計画を変更しようとする場合（法第９７条第３項において準用 

する法第８８条第６項） 

  換地計画の縦覧により意見書の提出のあった場合の内容審査（法第 

８８条第６項） 

  仮換地を指定しようとする場合（法第９８条第３項） 

 

３． 委員について 

  任期 

  任期は５年です。（規程第１１条）ただし、選挙により委員になった

者が、任期中に当該選挙の選挙権の目的となった所有権又は借地権

についての権利が有しなくなったときは、その地位を失います。（法

第６３条） 

  委員の身分 

  審議会は和光市が設置する諮問機関ですから、その委員（非常勤）

は、地方公務員の特別職となります。（地方公務員法第３条第３項）

したがって、地方公務員法の適用はなく、他の職務との兼務も認め

られます。 

  委員の報酬等 

  委員の報酬は、和光市「特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用

弁償に関する条例」に基づいて、審議会開催の都度出席委員に日額

４，０００円（会長は５，０００円）を支給します。 

  また、費用弁償については、和光市外居住の方に実費交通費を支給

します。 

 

 


